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「島根県環境に優しい農林漁業創造計画」における 

環境負荷低減事業活動の実施に関する計画認定要領 
 
               制  定 令和 ５年 ３月 １日  農畜第１２５４号 

      一部改正 令和 ６年 ５月１７日  産 支 第 ７ １ 号  

 

第１ 趣旨 
  環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する

法律（令和４年法律第 37 号。以下、法という。）第 19 条の規定に基づき、環境負荷低減事

業活動の実施に関する計画（以下、実施計画という。）の認定は、法、環境と調和のとれた

食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令、環境と調

和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規

則（令和４年農林水産省令第 42 号。以下、規則という。）及び環境負荷低減事業活動の促進

及びその基盤の確立に関する基本的な方針（令和４年農林水産省告示第 1412 号。以下、基本

方針という。）及び環境負荷低減事業活動の促進等に関するガイドライン（令和６年４月１

日５環バ 486 号農林水産省大臣官房技術総括審議官通知。以下、ガイドラインという。）に

定めるもののほか、この要領に基づいて行う。 
 
第２ 実施計画の申請 
 １ 実施計画の認定を受けようとする者は、実施計画認定申請書（様式第１号）及び実施計

画（別記様式）を作成し、知事に提出するものとする。 
   上記申請書及び実施計画は、その者の住所地の市町村を管轄する農林水産振興センター

所長（隠岐郡にあっては隠岐支庁長、以下、農林水産振興センター所長等という。）に提

出するものとする。 
   なお、他の都道府県に居住し、島根県内で農地を耕作する者にあっては、その農地の所

在地を所管する農林水産振興センター所長に提出するものとする。 
 ２ 基本方針第二の２（２）①に示される土壌診断の結果については、様式第２号により作

成し、実施計画に添付するものとする。 
 
第３ 実施計画の作成指導 
 １ 農林水産振興センター所長等は、実施計画を作成しようとする者に対して必要な指導・

助言を行うものとする。 
 ２ 農林水産振興センター所長等は、第２の２の土壌診断について、積極的に協力すること

とする。 
 
第４ 実施計画の認定基準 
   実施計画の認定基準は、次の（１）から（６）を全て満たすものとする。 
 （１）実施計画が、県が策定する「島根県環境にやさしい農林漁業創造計画」別紙２の「環

境負荷低減事業活動の実施に関する指針（以下、実施指針という。）」に照らし適切な

ものであること。 
 （２）実施しようとする環境負荷低減事業活動に係る農作物の作付面積が、実施計画を作成

した農業者に係る当該農作物と同じ種類の農作物の作付面積のおおむね５割以上を占め

ていること。 
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 （３）実施計画の達成される見込みが確実であること。 
 （４）実施計画に記載されている目標を達成するために必要な措置が、当該計画に対して適

切なものであること。 
 （５）販売農家又は青年等就農計画の認定を受けている認定新規就農者であること。 
 （６）農業者が実施計画に従って行う環境負荷低減事業活動について、栽培管理記録の記帳

が行われることが確実であると見込まれること。 
 
第５ 実施計画の認定 
 １ 農林水産振興センター所長等は、法第 19 条第５項及び基本方針、ガイドライン及び第４

の認定基準に基づき、内容が適切であると認めたときに、実施計画の認定を行い、農林水

産部長に認定した旨を報告するものとする。 
   また、みどりの食料システム法第 19 条に基づく認定農業者一覧（様式第３号）により、

台帳管理を行うものとする。 
 ２ 当該農林水産振興センター所長等は、当該実施計画が認定されたことを、実施計画に係

る認定通知書（様式第８号）により申請者に通知するとともに、申請者の関係市町村長に

通知するものとする。 
 ３ 実施計画の認定期間は、認定を受けた日から５年間とする。 
 ４ 農林水産振興センター所長等が認定しなかった場合には、様式第９号により、認定をし

ない理由を明らかにした上で、申請者に対してその旨を通知するものとする。 
 
第６ 実施計画の変更 
 １ 当該実施計画の認定を受けた者（以下、認定農業者という。）が、認定を受けた実施計

画（以下、認定実施計画という。）を変更しようとするときは、実施計画変更認定申請書

（様式第４号）、変更前の実施計画に関する実施状況報告書及び実施計画（別記様式）を

作成し、知事に提出するものとする。 
 ２ 認定実施計画の変更手続き等にあたっては、１に定めるもののほか、第２、第３及び第

５の規定に準じて行うものとする。 
 ３ 法第 20 条第２項の規定に基づき、認定を受けた農業者が認定計画の軽微な変更をしよ

うとするときは、様式第 10 号により、農林水産振興センター所長等に届け出るものとす

る。なお、認定計画の軽微な変更とは、規則第 10 条又は規則第 15 条に掲げるとおり、氏

名や住所の変更、環境負荷低減事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方

法の変更であって、当該資金の額について 10％未満の増減であるものその他の実施計画の

内容の実質的な変更を伴わないと都道府県知事が認める変更が該当する。 
なお、設備等の導入の内容の全部又は一部を変更する場合は、認定計画の軽微な変更に

は当たらないことに留意するものとする。 
 ４ 認定農業者が、特例措置を活用した設備等について、その導入計画の内容を変更しよう

とするときは、様式第４号の３を作成し、知事に提出するものとする。 
 
第７ 実施状況報告 
  知事は、法第 46 条に基づき、認定農業者に対して、必要に応じて認定実施計画の実施状況

報告を徴収するものとする。 
  なお、認定期間が終了する際には、実施計画に関する実施状況報告書（様式第５号。以下、

実施状況報告書という。）を提出しなければならない。 
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第８ 実施計画の再認定 
 １ 認定実施計画の認定期間が終了した場合、農業者は再度実施計画の認定を受けることが

できる。 
 ２ 再認定を受けようとする者は、実施計画再認定申請書（様式第６号）及び実施計画（別

記様式）を作成し、知事に提出するものとする。 
 ３ 再認定にあたっては、第７に基づき提出された実施状況報告書（様式第５号）により、

実施計画の達成状況を確認した上で、実施計画の認定を行うものとする。 
 ４ １、２及び３の手続きにあたっては、第２、第３及び第５の規定に準じて行うものとす

る。 
 
第９ 認定実施計画の取り消し 
 １ 知事は、法第 20 条第３項に基づく事由の他、次の場合に該当すると認めるときには当該 

計画の認定を取り消すことができる。 
 （１）法第 46 条に基づく報告徴収に対して、認定農業者が報告をせず、又は虚偽の報告をし

た場合。 
 （２）認定農業者から、認定実施計画の取り下げ請求（様式第７号）により、当該認定実施

計画の認定を取り下げる旨請求があった場合。 
 （３）離農した場合（死亡を含む）、届出なく住所地が変更となっている場合等、認定の継

続が困難とみなされる客観的事情がある場合。 
 （４）その他知事が取り消しに該当すると判断した場合。 
 ２ 農林水産振興センター所長等は、１（１）の規定に基づき、当該認定の取り消しを行う

場合は、様式第 11 号により、その理由を明らかにした上で、認定を受けた農業者に通知

するものとする。 
   また、１（２）から（４）の規定に基づき、当該認定の取り消しを行う場合は、必要に

応じて、様式第 11 号により、その理由を明らかにした上で、認定を受けた農業者に通知

するものとする。 
 ３ 認定実施計画の取り消し手続き等にあたっては、１に定めるもののほか、第２及び第５

の規定に準じて行うものとする。 
 
第１０ 関係機関に対する認定農林漁業者に関する情報の提供 

   知事は、認定農業者に対して各種の支援策を集中的・重点的に実施するため、各種支

援策を実施する国、都道府県、市町村、その他の関係機関・団体等（以下、「関係機関

等」という。）において、認定農業者の情報を共有しておくことが適当であることから、

関係機関等が個人情報を保有するにあたって、その利用目的をできる限り特定し、あら

かじめ認定農業者から同意（別記様式別表５）を得ると共に、得られた情報については、

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に基づき、適切に取り扱うも

のとする。 

  
第１１ 電子申請 

１ 農業者は、第２及び第６の規定に基づく様式による申請に代えて、別に定めるところに

より、当該様式に記載すべき事項を電子情報処理組織（知事の使用に係る電子計算機（入

出力装置を含む。以下同じ。）と事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続

した電子情報処理組織をいう。）を使用する方法により行うことができる。この場合にお
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いて、当該農業者は、当該様式による申請をしたものとみなす。 
２ 前項に規定する方法により行われた申請は、同項の知事の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルへの記録がされた時に知事に到達したものとみなす。 
３ １の場合において、知事は、様式への自署又は押印について氏名又は名称を明らかにす

る措置であって別に定めるものをもって当該自署又は押印に代えさせることができる。 
第１２ その他 
  この要領に定めるもののほか、実施計画の認定に関し必要な事項については、知事が別に

定めるものとする。 
 


